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救急医療における転送義務について 

 

メディカルオンライン医療裁判研究会 

 

 

【概要】 

 急性心筋梗塞の患者が病院で診察を受けた後，他の病院に転送されたが心室細動を発症して死亡した場合，

病院側に転送義務違反による損害賠償責任が認められた事例 

 

キーワード： 転送義務，転送時機 

判決日：神戸地裁平成１９年４月１０日判決 

結論：認容（確定） 

 

【事実経過】 

年月日 詳細内容 

平成 15年 3月

30日(日曜日)12

時ころ 

Ｊ（６４歳男性）は，自宅２階居室

において，胸に手を当て息苦し

そうにし，顔色は悪く冷や汗をか

き，嘔吐の症状を示していた。Ｊ

の妻Ｋが軽度の肝機能障害，痛

風，高脂血症および糖尿病など

の診療のためにいわゆる「かかり

つけ医」として利用していたＡ病

院に電話をし，Ｊの症状を伝えた

ところ，電話に対応した看護師は

「心筋梗塞と思われるので，すぐ

に来るように」と指示した。 

12時 15分ころ 

Ａ病院到着。 

Ｘ医師がＪを診察 

血圧１４２／１１０，脈拍６４，不整

脈なし，体温３４．７度 

12 時 30 分ころ

まで 

心電図検査実施。心電図所見で

「Ⅱ，Ⅲ，aVf」に ST 波上昇を認

め，問診により「１１時３０分ころか

ら胸部の圧迫痛を感じ始め，そ

れが持続している」との説明を聞

く。 

12時 39分 

血液検査の指示をする。 

Ｘ医師は，Ｊが心筋梗塞であると

判断する。 

12時 45分 ソリタＴ３ 500 ミリリットルを右前

腕部に点滴して静脈路を確保す

る。 

13時 03分 

ミリスロールの点滴を開始する。 

血圧１５０／９６，胸部圧迫痛が持

続する。 

13時 10分過ぎ

ころ 

指示していた血液検査とは別に

トロポニン検査を実施したところ，

心筋梗塞陰性の結果を得る。 

13時 40分 

血液検査の結果が出る。心筋梗

塞陰性 

この間，ミリスロール点滴の実施

にもかかわらず，心筋梗塞の症

状が軽減しないことから，Ｘ医師

は，ＰＣＩが可能な専門病院にＪを

転送することを決定する。 

13時 50分 Ｂ病院に転送の受け入れを要請 

14時 15分ころ 
Ｂ病院から受け入れを了承する

旨の連絡を受ける 

14時 21分 救急車の出動を要請 

14時 25分 救急車がＡ病院に到着 
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14時 30分 

救急隊員が到着した時点で，Ｊは

内科処置室内の被告病院のスト

レッチャーの上で横になって点

滴を受けており，意識は清明で

あった。ところが，救急隊によっ

てストレッチャーに移されようとし

たとき，Ｊの容態が急変し，意識

喪失状態となって呼吸が不安定

となり，ストレッチャーに移された

直後，除脳硬直がみられた。 

Ｘ医師は，Ｊの容態をみて脳梗塞

を合併したと疑い，救急隊にＣＴ

室に運ぶよう指示したが，ＣＴ室

に着く前にＪの自発呼吸が消失し

たため，蘇生術を行うためＪを処

置室に戻した。 

14時 47分 
Ｘ医師は，蘇生のためエピネフリ

ンを投与する。 

14時 48分 

Ｘ医師から援助を求められたＹ

医師が気管挿管を行った。 

その後，蘇生措置としてエピネフ

リン，ドブトレックス，プレドパを投

与する。 

15時 36分 死亡確認。 

 

なお，裁判で，Ｊの死因は，急性心筋梗塞の合併

症として発症した心室細動であると推認するのが相

当と認定された。 

 

【争点】 

Ｘ医師に転送義務違反があるか。 

 

【判決の概要】 

Ｘ医師は，血液検査の指示を出した１２時３９分の

時点では，心電図検査の結果及び問診によりＪには，

急性心筋梗塞に典型的な所見・症状がみられること

を把握していたし，その所見・症状は，臨床医療上，

ほぼ間違いなく急性心筋梗塞であると診断するに足

りる程度のものであった。 

そして，認定の医学的知見を総合すれば，急性心

筋梗塞の最善の治療は再灌流療法であり，それもで

きるだけそれもできるだけ早期に行うほど救命可能

性が高まるといえるから，医師が急性心筋梗塞と診

断したときには，可能な限り早期に再灌流療法を実

施すべきであるが，Ａ病院ではＰＣＩ等の再灌流療法

は実施できないから，結局のところ，Ｘ医師としては，

１２時３９分の時点で，再灌流療法を実施する事がで

き，かつ，救急患者の受入れ態勢がある近隣の専門

病院にできるだけ早期にＪを転送すべき注意義務

（本件注意義務）を負っていたことになる。 

認定の事実によれば，Ａ病院の近隣の専門病院

であるＢ病院およびＣ病院は，いずれも休日に心筋

梗塞患者の転送を受け入れており，Ｃ病院は，受入

れの条件として，一般に何らかの検査結果を求める

ということはなかったし，Ｂ病院は，受入れの際，心

電図検査の結果によって心筋梗塞であることが明ら

かであれば，その結果だけを求め，血液検査の結果

を求めることはしなかった運用をしていたと認められ

るから，Ｘ医師がＢ病院またはＣ病院に転送要請す

ることに何ら支障はなかったといえる。 

ところが，Ｘ医師は，本件注意義務を果たさず１３

時５０分になってようやくＢ病院に転送要請の電話を

したのであって，約７０分も，転送措置の開始が遅れ

たことになる。すなわち，この点にＸ医師の注意義務

違反（過失）があるといわざるをえない。 

 

【コメント】 

１ 転送義務について 

(1) 問題点 

本裁判例は，医師は，患者が急性心筋梗塞を発

症していると診断した場合には，速やかにＰＣＩを実

施する手配をしなければならず，自らの病院でＰＣＩ

を実施することができない場合には，直ちにＰＣＩの

実施が可能な医療機関に転送しなければならない

のに，Ｘ医師にはこの転送義務を怠った過失がある

として，遺族が損害賠償を求めた事案です。 

医師は常に医療水準に則った診療を行う義務が

あり，自己の専門外または人的・物的設備の不備に

よりそれができないときは，それが可能な病院へ転
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送させるべきとされています（療養担当規則１６条参

照）。この転送義務とは，「患者の治療に当たった医

師が自己の専門外の医療分野における治療を要す

ると判断したとき，又は，同一医療分野内であっても

より高度の医療水準を有する医師又は医療施設に

患者の治療等を求めるべきものと判断したときに，転

送先に対し患者の状態等を説明して受入先の承諾

を得たうえで，適切な治療を受ける時機を失しないよ

う適宜の時機・方法により右転送先まで患者を送り届

けるべき義務」（名古屋地裁昭和５９年７月１２日判決）

とされています。 

転送の場面では，①転送の判断，②転送先の選

定，③転送先への求諾，④転送先への説明，⑤転

送の時機，⑥転送の方法が問題となりますが，本件

は，主として⑤の転送の時機が争点となりました。 

(2) 転送の時機とは 

これまでに転送の時機が問題とされた事案は必

ずしも多くありませんが，頭部外傷による頭蓋内血腫

で緊急手術を要する患者の転送の時機が問われた

例がいくつかあります。たとえば，頭部の外傷に起因

する急性硬膜外血腫の除去手術が遅れたため後遺

症を残した場合につき，外傷の診断にあたった医師

に十分な経過観察を行わないまま患者を帰宅させた

ため，その後の処置を遅延させた等の過失があると

された事例（東京地裁昭和５８年１２月２１日判決）や

頭部外傷患者が頭蓋内血腫で死亡したことにつき，

医師に初診・経過観察時における措置の懈怠，転送

措置の遅延等の過失を認めた事例（東京地裁昭和５

９年５月８日判決）などです。 

前者の昭和５８年の事例は遅延が１時間余り，後

者の昭和５９年の事例は１時間３０分ほどの遅延で過

失を認めていることから，転送遅延は１時間程度で

問題となるという見解もあるようです。 

しかし，転送義務は，上述のように，「患者の治療

に当たった医師が自己の専門外の医療分野におけ

る治療を要すると判断したとき，又は，同一医療分野

内であってもより高度の医療水準を有する医師又は

医療施設に患者の治療等を求めるべきものと判断し

たときに，転送先に対し患者の状態等を説明して受

入先の承諾を得たうえで，適切な治療を受ける時機

を失しないよう適宜の時機・方法により右転送先まで

患者を送り届けるべき義務」とされていますから，単

純に一定時間の経過で過失の有無が判断されるわ

けではありません。 

ポイントは，「適切な治療を受ける時機を失しない

よう」転送できたかどうかにあるといえるでしょう。 

(3) 本件事例における転送の時機 

本件では，Ｘ医師は，心電図とＪへの問診から１２

時３９分にＪを心筋梗塞と判断し，血液検査の指示を

出しています。 

裁判所は，「（急性心筋梗塞は）世界保健機構

(WHO)の診断基準においては，症状，心電図，生

化学マーカーの３つにより診断され，３つの基準のう

ち，少なくとも２つがあてはまる場合に心筋梗塞と診

断される」ことを根拠に「血液検査の指示を出した１２

時３９分の時点では，心電図検査の結果及び問診に

よりＪには，急性心筋梗塞に典型的な所見・症状がみ

られることを把握していたし，その所見・症状は，臨

床医療上，ほぼ間違いなく急性心筋梗塞であると診

断するに足りる程度のものであった。」と認定，１３時

５０分に転送要請の電話をしたことをもって約７０分

の転送措置の開始が遅れたとして，Ｘ医師の過失

（転送義務違反）を認めました。 

つまり，裁判所は，所見・症状から，１２時３９分の

時点で「臨床医療上，ほぼ間違いなく急性心筋梗塞

であると診断するに足りる程度のものであった」のだ

から，この時点が「適切な治療を受ける時機」である

としたのです。 

(4) 本件事例における転送時機の遅延と死亡との

間の因果関係 

もちろん，転送時機が遅れただけで転送義務違

反に問われるわけではなく，死亡との間の因果関係

が必要となります。 

本件では，実際の救急車の到着が通報から３５分
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後であったことから，１２時３９分に転送措置に着手し

ていれば救急車はＡ病院に１３時１５分には到着して

いたと推認し，Ａ病院から転送先のＢ病院またはＣ病

院までの所要時間はいずれも２０分と認められるの

で，１３時３５分ころにはＪがＢ病院またはＣ病院の処

置室に運び込まれることが見込まれ，１４時２５分に

発症した心室細動は除細動などの救急措置が行わ

れたであろうと認定しました。その上で，Ｃ病院での

患者来院からＰＣＩ実施までの所要時間が最も長いも

ので３時間１０分であったことから，患者の来院からＰ

ＣＩの処置を完了するまで長くても３時間程度である

と推認し，Ｊが１３時３５分にＢ病院またはＣ病院に搬

送されていれば，Ｊは１１時３０分の心筋梗塞発症後，

約５時間後の１６時３５分ころにはＰＣＩの治療を完了

していたと推認しました。 

そして，再灌流法は，発症後１２時間以内に再疎

通が達成されると有効とされること，特に，発症１２時

間以内のＳＴ波上昇型の心筋梗塞であれば，再灌

流療法のよい適応であるとされるので，Ｘ医師が転

送義務を果たしていれば，Ｊは有効な再灌流法を受

けることができたといえるとし，急性期再灌流療法が

積極的に施行されるようになってからは，病院に到

着した急性心筋梗塞患者の死亡率は１０％以下であ

るとのデータを根拠に，Ｘ医師の転送義務が果たさ

れていればＪの生存率を９０％と認定して因果関係を

肯定しました。 

本件は，当日は日曜日で，消化器内科が専門で

若いＸ医師が一人もしくは少人数で急患を対応しな

ければならないという状況に加えて，転送先の専門

病院も同様の状況であることが容易に推測される以

上，Ｘ医師としては心電図検査および血液検査など

の基本的な検査を自己の施設で実施し，結果を添

えた上で転送することが事実上要請されるという医

療現場の実態に鑑みると，医師にとって非常に厳し

い認定と言えますが，裁判の場面においては，救急

医療の現場では患者の症状に応じた迅速，適切な

判断が求められると言えるでしょう。 

なお，平成２２年３月２日の大阪地裁判決（奈良県

大淀町立大淀病院の妊婦死亡事件）では，「これま

での担当医の経験から１時間程度で搬送先が決まる

と判断して高次医療機関への搬送を優先させ，その

妨げとなり得るＣＴ検査をしなかったことは不適切と

言えない」と判示しました。ここでも形式的に「１時間」

という時間ではなく，「担当医の経験」による「判断」

が重要視されたと考えられます。また，この判決では，

国や地方自治体に対し，救急医療体制の充実を求

める異例の付言がなされました。 

２ 本件と類似の事例 

余談になりますが，前記の判例のうち，頭部外傷

患者が頭蓋内血腫で死亡したことにつき，医師に初

診・経過観察時における措置の懈怠，転送措置の遅

延等の過失を認めた事例（東京地裁昭和５９年５月８

日判決）は，医師の過失が認められましたが，裁判

所は，過失と死亡との間の因果関係を否定して，原

告の損害賠償請求を棄却しました。 

また，本件裁判例は因果関係を認定しましたが，

急性心筋梗塞患者の夜間救急外来という本件と類

似の事案で，「患者の診療に当たった医師の医療行

為が，その過失により，当時の医療水準にかなった

ものでなかった場合において，右医療行為と患者の

死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれ

ども，医療水準にかなった医療が行われていたなら

ば患者がその死亡の時点においてなお生存してい

た相当程度の可能性の存在が証明されるときは，医

師は，患者に対し，不法行為による損害を賠償する

責任を負うものと解するのが相当である」として慰謝

料を認めた最高裁判所の判例が有名です（最高裁

平成１２年９月２２日判決）。 
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【メディカルオンラインの関連文献】 
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(2) 臨床的検査データの捉え方 

(3) 急性冠症候群の治療ガイドライン 

(4) 虚血性心疾患 

(5) わが国の循環器救急医療の現状と 2010 年蘇

生に関する国際ガイドラインの展望について 

(6) 愛知県における母体脳血管障害と母体搬送 

(7) 転医義務・転送義務と民事責任 

(8) 予後不良疾患における転院時期の判断と賠償
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(9) 奈良県大淀町立病院母体死亡事故の真相 

(10) 心筋梗塞 心筋梗塞の診断 
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